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令和 2年第 6回狭山市定例教育委員会会議議事録 

 

開 催 日 時   令和 2年 6月 26日（金） 

          午後 1時 30分から午後 3時 3分まで 

 

開 催 場 所   市役所 5階 教育委員会室 

 

出  席  者   教   育   長    向 野 康 雄 

教育長職務代理者    吉 川 明 彦 

委  員    橋 本 秀  樹 

委  員    宮 﨑 英 子 

   委  員    後 藤 邦 江 

 

欠  席  者   な し 

 

委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

 

生涯学習部長  金 子  等        次長兼教育総務課長  内 藤 光 重 

社会教育課長  奧 冨  悟      学校教育部長   伊 藤 秀 一          

堀兼学校給食センター所長  大 島 弘 子     書    記    神 田 崇 広 

 

会議の公開・非公開  議案第 25号から議案第 28号までの 4議案については、個人

に関する情報が含まれ、また、公にすることにより、意思決定

の中立が損なわれるおそれがあることから非公開とした。 

 

傍 聴 者 数  0名 

 

報告事項 

 ・令和 2年第 2回狭山市議会定例会の概要について 

報告者（生涯学習部長） 

  （学校教育部長） 

（要旨） 

会期は、6月 5日（金）から 6月 23日（火）までの 19日間であり、議案は、

専決処分 1件、人事案件 1件、一部改正条例 4件、規約変更 1件、補正予算 3

件、市道廃止 2件、市道認定１件、合計 13件である。一般質問については 11

名であり、うち教育委員会関係は 6名であった。土方隆司議員から学力向上と

新型コロナウイルス感染症対策と支援について、大沢えみ子議員から小・中学

校の授業再開について、広山清志議員から新型コロナウイルス感染症の学校教

育への影響について、笹本英輔議員からＣＯＶＩＤ－19の影響と対策について、

高橋ブラクソン久美子議員から母子家庭支援施策、金銭管理、教育委員会の  
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ＨＰ管理について、西塚和音議員から新型コロナウイルス感染症に関連した対

策について、それぞれ質問があり、それに対する答弁の概要について報告がな

された。 

  

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて 

                         報告者（生涯学習部次長） 

                            （学校教育部長） 

（要旨） 

  5月 25日に緊急事態宣言が解除されたことを受け、本市においても、感染防

止対策を講じた上で、施設ごとのガイドラインを作成し、段階的に施設の開所

を始めたところであり、生涯学習部及び学校教育部それぞれが所管する施設の

再開後の利用状況、感染防止対策、市民の反応等について、順次報告がなされ

た。なお、大学との連携事業である子ども大学については、大学側から新型コ

ロナウイルス感染症の感染防止対策が難しいことから中止の申し入れがあり、

また、各地区の体育祭については、主催する自治会連合会から中止との判断が

示されている。他の事業については、どのように工夫すれば対応できるか検討

しながら、できる範囲で様々な事業を進めていきたい旨の報告がなされた。ま

た、中学校の部活動についても、段階的に再開しており、7月後半には、3年生

を中心とした締め括りの大会を開催すべく、現在、中学校体育連盟が準備して

いる旨の報告がなされた。 

  教育委員からの質疑等では、図書館の関連で「さみどり号」の運行はどのよ

うになっているのかとの質疑に、7 月中旬からの再開に向け調整中である旨の

答弁がなされた。再開に際しての周知はとの質疑に、関係各所への連絡、公式

ホームページなどによる周知を十分行う旨の答弁がなされた。 

 

・令和 2年度博物館夏期企画展の開催について 

                報告者（社会教育課長） 

 （要旨） 

   今回の企画展は、春期企画展として予定していたもので、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の影響を受け博物館が休館となったため、時期をずらして

6 月 16 日から 8 月 30 日までの間開催するものである。会期中には、関連イベ

ントとして、田中雅美氏による写真撮影講座やギャラリートーク、名古屋大学

塩川和夫教授による特別講座が予定されている旨の報告がなされた。 

 

・狭山市教育委員会後援名義の使用行事について 

                            報告者（学校教育部長） 

（要旨） 

教育指導課関係１件の申請があり、審査の結果、使用許可を行った旨の報告

がなされた。 
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議  案 

 

議案第 24号 狭山市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

 小・中学校の 1学期の終期及び 2学期の始期について、今後の教育上の必要性に

鑑み、また非常変災その他の急迫の諸事情等に柔軟に対応ができるよう、学期及び

休業日等の規定を改めるため、提案がなされたものである。 

 

  議案第 24号については、原案可決した。 

 

議案第 25号 狭山市立博物館協議会委員の解任について 

 

  狭山市立博物館協議会委員の末盛玉玲氏から任期途中で辞任したい旨の申し出

があり、同氏を解任することについて、教育委員会の議決を得るため、提案がなさ

れたものである。 

   

  議案第 25号については、原案可決した。 

 

議案第 26号 狭山市立博物館協議会委員の任命について 

 

  狭山市立博物館協議会委員の末盛玉玲氏の辞任に伴い、同氏の後任として齊藤孝

史氏を任命することについて、教育委員会の議決を得るため、提案がなされたもの

である。 

   

  議案第 26号については、原案可決した。 

 

議案第 27号 狭山市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

 

  狭山市立学校給食センター運営委員会委員の任期が令和 2 年 6 月 30 日をもって

満了となることに伴い、新たに委員を委嘱することについて、教育委員会の議決を

得るため、提案がなされたものである。 

   

  議案第 27号については、原案可決した。 

 

議案第 28号 狭山市立学校給食センター給食費監査員の委嘱について 

 

  狭山市立学校給食センター給食費監査員の任期が令和 2 年 6 月 30 日をもって満

了となることに伴い、新たに監査員を委嘱することについて、教育委員会の議決を

得るため、提案がなされたものである。 
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  議案第 28号については、原案可決した。 

 

その他 

 ・令和元年度狭山市内小中学校いじめ重大事態について 

                          報告者（学校教育部長） 

  （要旨） 

    狭山市いじめ問題審議・調査委員会で報告された事案について報告がなされ

た。 

 

 

                           以  上 


